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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　エアバッグ展開装置用の燃焼室ハウジングにおいて、長手方向の中心軸線を有する長く
て中空の本体部分にして、炭素鋼から形成されて全体を通して略均一な肉厚を有する本体
部分を具備し、該本体部分が燃焼性物質を収納すると共に該燃焼性物質の燃焼によって生
成された燃焼ガスを保持する燃焼室を形成すると共に開口を画成する周縁部を備えた第１
の拡大された領域を有し、前記周縁部と該周縁部に隣接した前記本体部分の部分であって
該本体部分に沿って長手方向に拡がる部分とが熱処理されて強度を高められた熱処理領域
を形成している燃焼室ハウジング。
【請求項２】
　前記本体部分が複数の拡大する領域を有し、これら拡大する領域のうち最も大きな領域
が前記第１の拡大された領域を形成し、前記強度を高められた熱処理領域が前記第１の拡
大された領域に一致する請求項１に記載の燃焼室ハウジング。
【請求項３】
　前記強度を高められた熱処理領域が前記周縁部から前記本体部分に沿って長手方向に拡
がっており、該強度を高められた熱処理領域の長さが前記第１の拡大された領域の長さよ
りも短い請求項２に記載の燃焼室ハウジング。
【請求項４】
　前記強度を高められた熱処理領域が前記本体部分の全長の約１／３よりも短い領域で拡
がっている請求項１に記載の燃焼室ハウジング。
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【請求項５】
　前記強度を高められた熱処理領域が誘導加熱によって形成される請求項１に記載の燃焼
室ハウジング。
【請求項６】
　前記本体部分が前記周縁部から離間した少なくとも一つのガス噴出孔を有する請求項１
に記載の燃焼室ハウジング。
【請求項７】
　前記炭素鋼が米国鉄鋼協会規格のＡＩＳＩ１００５～１０１５のいずれか一つに定めら
れた炭素鋼である請求項１に記載の燃焼室ハウジング。
【請求項８】
　エアバッグ展開装置用の燃焼室ハウジングを製造する方法において、長手方向の中心軸
線を有し、燃焼性物質を収納すると共に該燃焼性物質の燃焼によって生成された燃焼ガス
を保持する燃焼室を形成し、開口を画成する周縁部を備えた拡大された領域を有する全体
を通して略均一な肉厚の中空の長い本体部分であって、前記周縁部と、該周縁部に隣接す
る部分にして前記本体部分に沿って長手方向に拡がる前記本体部分の部分とが拡大された
領域を画成している本体部分を有する燃焼室ハウジングを炭素鋼から形成する工程と、前
記周縁部周りの前記燃焼室ハウジングの部分をバリ取り加工する工程と、噴出領域周りの
前記ハウジングの部分を熱処理して強度を高められた熱処理領域にして前記燃焼室ハウジ
ングの全長の約１／３未満の長さで前記開口から延在する熱処理領域を形成する熱処理工
程とを具備する方法。
【請求項９】
　前記熱処理工程が誘導加熱工程を有する請求項８に記載の方法。
【請求項１０】
　前記誘導加熱工程後に燃焼室ハウジングを冷却する冷却工程を具備する請求項９に記載
の方法。
【請求項１１】
　前記冷却工程が前記熱処理されたハウジングを水冷する工程を有する請求項１０に記載
の方法。
【請求項１２】
　前記冷却工程が前記熱処理されたハウジングを空冷する工程を有する請求項１０に記載
の方法。
【請求項１３】
　前記燃焼室ハウジングの一部を約８１６°Ｃ（１５００°Ｆ）～９２７°Ｃ（１７００
°Ｆ）に加熱する工程を具備する請求項１０に記載の方法。
【請求項１４】
　前記燃焼室ハウジングの一部を約８９９°Ｃ（１６５０°Ｆ）に加熱する請求項１３に
記載の方法。
【請求項１５】
　前記燃焼室ハウジングの一部を約３秒～８秒間、加熱する請求項１３に記載の方法。
【請求項１６】
　前記燃焼室ハウジングの一部を約４秒～６秒間、加熱する請求項１３に記載の方法。
【請求項１７】
　前記周縁部から離間した前記本体部分の部分に少なくとも一つのガス噴出孔を設ける工
程を具備する請求項８に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、熱処理を施された部分を有する燃焼室ハウジングおよびその製造方法に関する
。より詳細には、本発明は自動車のエアバッグ展開装置で使用する熱処理を施された部分
を有する燃焼室ハウジングおよびその製造方法に関する。
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【０００２】
【従来の技術】
補助拘束装置またはエアバッグは、今日自動車の分野において重要な安全装置となってい
る。近時、エアバッグ展開装置は．エアバッグを迅速に展開するために制御された燃焼ま
たは爆発技術を用いている。この制御された爆発をもたらす化学物質は燃焼室ハウジング
内に収納されている。
【０００３】
適切にエアバッグを展開するために、化学物質および燃焼は所定の室内に収められ、完全
に制御され予測された燃焼を所定のパラメータに収まるようにしなければならない。一連
のパラメータに合致させるために、燃焼室の構造的な完全性が要求される。つまり、燃焼
室は燃焼プロセスおよび引き続くエアバッグの展開の間に構造的な完全性を維持するよう
に形成されていなければならない。
【０００４】
公知となっている燃焼室には、開口端部と、該開口端部の反対側で部分的に閉じられた端
部とを有する実質的に管状の部材を具備する物がある。燃焼室は、部分的に閉じた端部か
ら開口端部へステップ状に直径が拡がる複数の部分を有している。燃焼室の開口端部は直
径が最も大きな部分であり、エアバッグ装置の他の構成要素に装着される部分である。
【０００５】
燃焼室の典型的な製造方法では、燃焼室は共通の炭素鋼材料、例えば、アメリカ鉄鋼協会
AISI 1006 ～1008のような炭素鋼材料から形成される。この鉄鋼は冷間引き抜きプロセス
により必須のステップ状に拡がる部分が形成される。
【０００６】
【発明が解決しようとする課題】
燃焼室の完全性を確実にするために、鉄鋼材料は約０．０６２ゲージの厚さが必要である
。比較的低温での小激震において、燃焼室が燃焼室の本体に沿って特定の部位で割れたり
損傷したりする。特に、開口端部のエッジ（以下、開口周縁部と記載する）から燃焼室本
体の長手方向に損傷が観察される。
【０００７】
損傷した試験体の顕微鏡試験によれば、鉄鋼の結晶粒構造が引き抜きプロセス方向に引き
延ばされて、この引き延ばされた粒界に沿ってクラックが拡がっていることが観察された
。結晶粒構造が脆弱化されるために、クラックが燃焼室本体の実質的に長手方向に拡がる
傾向がある。
【０００８】
試験中に生じる燃焼室の損傷は、引き抜きプロセスにより材料のエッジに生じたクラック
によるものであると思われる。特に、エッジにおいてクラックが大きくなり、引き延ばさ
れた粒界に沿って鉄鋼材料が引っ張られた方向に広がる。
【０００９】
このクラック発生の問題を解決する１つの方法は、燃焼室ハウジング本体の開口周縁部を
機械加工してクラックを除去することである。この方法はクラックを少なくする上では一
定程度の成功を納めているが、時間を要し、労働集約的な作業であり、コストが増加する
問題がある。
【００１０】
構造的完全性を高め、一般的な鉄鋼材料から形成可能な燃焼室ハウジング必要となってい
る。更に、効率的、低コストでこうしたハウジングを製造するための方法が必要とされて
いる。
【００１１】
【課題を解決するための手段】
本発明は、エアバッグ展開装置用燃焼室ハウジングにおいて、長手方向の中心軸線を有し
、燃焼室を形成し、内部に燃焼性物質を収納すると共に燃焼により生成した燃焼ガスを保
持する中空の本体を具備し、前記本体が拡大した領域を有し、その拡大した領域の開口周
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縁部および該開口周縁部から前記本体に沿って長手方向に拡がる部分を熱処理し、熱処理
により強度を高めた領域を設けた燃焼室ハウジングを要旨とする。
【００１２】
典型的に、こうしたハウジングは、一般的な炭素鋼材料から冷間引き抜きプロセスにて形
成される。冷間引き抜きプロセスのために、結晶粒構造が引張方向に引き延ばされ脆弱化
する。燃焼室ハウジングにおいて開口周縁部の近傍を熱処理することにより、結晶粒構造
が再結晶化され、粒界に沿うクラックの伸長が低減される。こうして、熱処理することに
より、熱処理を施さない場合に引き延ばされた結晶粒構造から生じるクラックに対する耐
性（耐クラック性能）がもたらされる。
【００１３】
好ましい実施形態において、ハウジングは、部分的に閉じた端部から開口端部へステップ
状に直径が拡がる複数の部分を含んでおり、そのうち最も大きな領域が拡がった領域を形
成し、この部分においてエアバッグ装置の他の構成要素に装着される。好ましくは、前記
熱処理により強度を高めた領域が、前記拡大領域に一致している。代替的に、熱処理によ
り強度を高めた領域の長さが、前記拡大した領域の長さよりも短くなっている。
【００１４】
本発明によるエアバッグ展開装置用燃焼室ハウジングを製造する方法は、長手方向の中心
軸線を有し、燃焼室を形成し、内部に燃焼性物質を収納すると共に燃焼により生成した燃
焼ガスを保持する中空の本体であって、前記本体が拡大した領域を有し、その拡大した領
域の開口周縁部および該開口周縁部から前記本体に沿って長手方向に拡がる部分が前記拡
大した領域を画成て成る燃焼室ハウジングを形成し、前記ハウジングの前記開口周縁部の
近傍部分をバリ取り加工し、前記ハウジングにおいて噴出領域の近傍の部分を熱処理し、
熱処理により強度を高めた領域を形成することを含む。
【００１５】
熱処理は、好ましくは、燃焼室ハウジングの一部を約８１６°Ｃ（１５００°Ｆ）～９２
７°Ｃ（１７００°Ｆ）、更に好ましくは、約８９９°Ｃ（１６５０°Ｆ）に加熱するこ
とを含む。燃焼室ハウジングは、好ましくは、約３秒～８秒間、更に好ましくは、約４秒
～６秒間加熱される。
【００１６】
【発明の実施の形態】
本発明は種々の形態にて実施可能であるが、以下、好ましい実施形態にて本発明を詳細に
説明する。
【００１７】
図１を参照すると、燃焼室ハウジング１０は、自動車用エアバッグ展開装置で用いること
のできる。ハウジング１０は、主本体部分１２を含んでいる。主本体部分１２は、複数の
ステップ状に直径の異なる部分１４、１６、１８、２０を含んでいる。ハウジング１０の
端部２２は、最も直径の大きな部分２０に設けられ、開いた周縁部２４となっている。ハ
ウジング１０の反対側の端部２６は、最も直径の小さい部分１４に設けられ、内側に突き
出した壁２８を有している。壁２８は、中心に開口部３０を有している。開口部３０の中
心軸は本体部１２の中心軸線に一致している。ハウジング１０は、更に、周壁を貫通する
少なくとも１つの好ましくは複数の開口部２９を有している。開口部２９は、ハウジング
１０に沿って、主縁部２４と反対側の端部２６の間に配置されている。ハウジング１０は
、最も直径が大きくなっている部分２０において、エアバッグ展開装置の他の構成要素に
取り付けられる。
【００１８】
ハウジング１０は室３２を画成する。室３２には、点火前に燃焼性の化学物質が収納され
ている。更に、室３２は、爆発または燃焼を室３２内に収める或いは遮断するようになっ
ている。燃焼ガスは室３２からハウジング１０の開口部２９を通じて排出されエアバッグ
を膨張または展開するようになっている。
【００１９】
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ハウジング１０は、冷間引抜きプロセスにより形成される。つまり、帯またはシート状の
鉄鋼が、ハウジング１０の所望の特徴または寸法を達成するように、帯またはシートの表
面に概ね垂直に、長手および半径方向に延伸または引き伸ばされる。典型的なハウジング
１０は、AISI 1006 ～1008等の一般的な炭素鋼材料から形成される。AISIに定められる等
級には、炭素鋼の炭素、燐、硫黄、その他の元素の含有量の範囲、制限が定められている
。
【００２０】
こうした炭素鋼材料が物質の結晶粒組織に非常に影響を受けることは言うまでもない。特
に、燃焼室ハウジング１０の冷間引抜きプロセスでは、鉄鋼の比較的丸い結晶粒組織は、
サイズが大きくなり、かつ、引抜き方向に細長くなり易い。検査について詳細に後述する
が、細長い結晶粒組織は、材料の強度について異方性の特性を示し、材料の強度が粒子の
引っ張り方向に対して横断方向には概ね維持されるが、結晶粒組織が引っ張られる方向へ
強度が著しく低下する。
【００２１】
引っ張られた結晶粒組織は弱くなった結果、衝撃試験の間、ハウジングの縁部から本体に
沿って長手方向にクラックが形成され不良であるとが証明された。既述したように、ハウ
ジングの各端部を機械加工することにより、燃焼室の欠陥を低減することができるが、然
しながら、機械加工は労働集約的なプロセスであり、燃焼室全体のコストを著しく増加さ
せてしまう。
【００２２】
ハウジング１０の強度を高めて構造的な完全性を保障しながら、燃焼室の全体のコストを
削減するために、ハウジング１０において周縁部２４に隣接し、そこから長手方向に拡が
る部分３４を熱処理して、冷間引っ張り工程により引っ張られた結晶粒組織を再結晶化す
る。つまり、ハウジング１０の熱処理において、結晶粒構造が概ね丸い加工前の形状、サ
イズに改善される。
【００２３】
図１を参照すると、ハウジング１０は全体にわたって側壁の厚さＴｓが約０．０６２ゲー
ジである。最も直径が大きい部分２０は長さが約２３．４ｍｍ（０．９２inch）であり、
内径が３１．５ｍｍ（１．２４inch）である。これに隣接する次の部分または第１の中間
部分１８は長さが約１２．７ｍｍ（０．５inch）で、内径約２７．９ｍｍ（１．１０inch
）となっている。ガス噴出開口部２９がこの第１の中間部分１８に形成されている。第２
の中間部分１６は、長さが約３０．０ｍｍ（１．１８inch）で内径が約２６．３ｍｍ（１
．０３inch）となっている。端壁２８に隣接する直径の最も小さな部分１４は長さ約８．
４ｍｍ（０．３３inch）、内径約２２．２ｍｍ（０．８７５inch）となっている。
【００２４】
例えば、直径の最も大きな部分２０の内径は+/- ０．０８ｍｍ（０．００３inch）の許容
誤差を有する。同様に壁の厚さは+/- ０．１８ｍｍ（０．００７）～０．２３ｍｍ（０．
００９inch）の許容誤差を有する。厳しい許容誤差は燃焼室ハウジング１０の保全性を保
障し、かつ、組立の間にエアバッグ装置の他の要素へハウジング１０を適切に装着するこ
とを保障する。
【００２５】
熱処理により燃焼室ハウジング１０の強度が高くなり粒界に沿って割れが拡がるとおが低
減するが、熱処理を施した部分が変形して許容誤差から逸脱してしまう。それにもかかわ
らず、ハウジング１０を熱処理することにより望ましい耐割れ性を得ることができる。燃
焼室ハウジング１０の寸法許容誤差を維持しながら、熱処理の有利な特徴を得るように燃
焼室ハウジング１０の一部を熱処理することができる。
【００２６】
より詳細には、燃焼室ハウジング１０の全体の寸法許容誤差を維持しながら、開口周縁部
２４に隣接した燃焼室の最も直径の大きな部分２０を熱処理して望ましく強化することが
できる。直径の最も大きな部分２０の長さの約１／３～１／２に相当する先端部分３４を
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熱処理することにより、ハウジング１０の必要な寸法許容誤差を維持しながら、望ましい
特性が得られる。
【００２７】
燃焼室ハウジング１０の部分３４は、火炎加熱、誘導加熱等の周知の熱処理技術を用いて
熱処理することができる。典型的に５９３°Ｃ（１１００°Ｆ）～７０７°Ｃ（１３００
°Ｆ）の間で結晶粒構造が再結晶化を始めることは公知となっている。燃焼室ハウジング
１０の好ましい熱処理方法において、誘導加熱によりハウジング１０の部分３４が比較的
短時間のうちに約８１６°Ｃ（１５００°Ｆ）～９２７°Ｃ（１７００°Ｆ）、最も好ま
しくは約８９９°Ｃ（１６５０°Ｆ）に加熱される。充分に結晶粒構造の再結晶化を行う
ために必要な時間は、約３秒から約８秒、最も好ましくは、８９９°Ｃ（１６５０°Ｆ）
において約４秒から約６秒である。更に、誘導加熱が好ましい。と言うのは、ハウジング
１０の周壁を実質的に均一に加熱できるからである。
【００２８】
本発明により熱処理された燃焼室ハウジング１０は、更なる仕上加工は必要ない。つまり
、ハウジング１０を冷却しエッジ部分を処理した後、ハウジング１０を部分熱処理するこ
とにより、燃焼室ハウジング１０の製造が完了する。機械加工工程をなくすことにより、
時間と労賃が著しく削減される。
【００２９】
更に、強度が増すことに加えて、部分熱処理工程により他の利点が得られる。詳細には、
完成したハウジング１０は壁厚Ｔｓが０．０６２ゲージから０．０５ゲージとすることが
できる。燃焼室ハウジング１０の壁厚Ｔｓを薄くすることにより多くの利点が得られる。
第１に、より薄い壁を有するハウジングを製造するために必要な材料は少なくて済むので
、材料費が削減される。第２に、壁厚が薄くなることにより、軽いプレスプロセスを用い
ることができるので、ハウジングの製造速度を高めることができる。更に、現時点で用い
られているAISI 1006 ～1008の炭素鋼を本発明によればAISI 1005 ～1015に変更すること
が可能となる。
【００３０】
最も好ましいプロセスにおいて、誘導加熱装置、例えば誘導加熱コイルが、加熱する間、
ハウジング１０の側壁から所定距離に配置される。これは、静止した誘導加熱装置内で、
ハウジングの長手の中心軸線Ａを中心として回転させながらハウジングを加熱することに
より達成される。ハウジング１０を加熱するために他の方法を用いても良いことは言うま
でもない。
【００３１】
燃焼室ハウジングに関して種々の試験体を作成して制御された条件下において試験を行っ
た。振り子に３０ポンドの重りを装着して標準的なアイゾッドシャルピー衝撃試験装置に
て試験を行った。１８個の試験体に関して試験を行った。試験体１－３は機械加工も熱処
理も行っていない。試験体４－６はハウジングのエッジを機械加工したが熱処理は施して
いない。試験体７－９はハウジングのエッジ部分に熱処理を施したが機械加工は行ってい
ない。試験体７－９のエッジ部分に施した熱処理は、約８９９°Ｃ（１６５０°Ｆ）にて
約４秒加熱し、その後、試験体を空冷した。試験のために、試験体１－９は、先ず、外気
と遮断され試験体を取り付けたシャルピー試験装置に設けた冷却室内において約－４０°
Ｃ（－４０°Ｆ）に冷却した。次いで、冷却室を取外し、衝撃試験を実施した。
【００３２】
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＊１：試験結果は振り子により衝接されたハウジングの試験体が吸収したエネルギ量(foo
t-pond) にて示されている。この結果は、振り子が試験体に衝接した後の振り子の高さま
たは角度により装置上に表示される。この試験結果は線型関数となっている。
【００３３】
表１から理解されるように、熱処理された試験体は、エッジに沿って熱処理も機械加工も
行われていない試験体に比較して実質的に良好な耐クラック性能を発揮した。衝撃試験に
おいて熱処理された試験体７－９にはエッジ部分にクラックが発生しなかった。機械加工
された試験体４－６の全ての試験体のエッジ部分にクラックが発生した。熱処理も機械加
工も行われていない試験体１－３の全ての試験体のエッジ部分にクラックが発生した。エ
ッジ部分を機械加工した試験体には、耐クラック性能が高くなったものもあるが、本発明
の熱処理を行ったハウジング１０と同程度の耐クラック性能は備えていない。
【００３４】
第２の群の試験体１０－１８について、試験体１－９と同様の条件で試験を行った。最適
な加熱、冷却プロセスを調べるために、試験体を異なるプロセス、例えば、異なる加熱、
冷却時間にて加熱、冷却した。第１の組の試験体１０－１２は、４秒加熱した後に水冷し
た。第２の組の試験体１３－１５は、６秒加熱した後に空冷した。最後の組の試験体１６
－１８は、６秒加熱した後に水冷した。最初の試験と同様に試験体を予め－４０°Ｃ（－
４０°Ｆ）に冷却した。試験結果を表２に示す。
【００３５】
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＊２：試験結果は振り子により衝接されたハウジングの試験体が吸収したエネルギ量(foo
t-pond) にて示されている。この結果は、振り子が試験体に衝接した後の振り子の高さま
たは角度により装置上に表示される。この試験結果は線型関数となっている。
【００３６】
表２から理解されるように、熱処理された試験体は、熱処理も機械加工も行われていない
試験体に比較して非常に高い耐クラック性能を発揮した。４秒加熱した後水冷した１つの
試験体はエッジ部分にクラックが発生した。然しながら、他の試験体は加熱時間が４秒で
あろうが６秒であろうが、或いは、空冷、水冷に拘らずクラックが発生しなかった。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明実施形態による燃焼室ハウジングの斜視図である。
【図２】図１の矢視線２－２に沿う燃焼室ハウジングの断面図である。
【符号の説明】
１０…燃焼室ハウジング
２９…開口部
３４…エッジ部分
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